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1. はじめに

高度情報化の進展，都市機能の高度化・多様化，制御

しやすくクリーンなエネルギーへの指向などの諸要因に

よって，電力需要は経済成長を上回る伸び率で増加して

いる.そのため，電力の安定供給に対する社会の要請は

より一層の高まりをみせている.

電力系統の大規模停電は事故波及に起因していること

が多い.近年の電力系統は，部分系統聞や構成要素聞の

相互依存性を一層強めてきており，事故波及の可能性は

増大している状況にある.このため，事故による影響を

極力抑制して系統全体の信頼性を高めること，すなわち

セキュリティの確保が重要な課題となっている.

セキュリティの確保は，系統計画面および系統運用面

の双方から検討されているが，ここでは特に系統運用面

に焦点を当て，セキュリティ監視および制御の考え方，

技術の現状と今後の可能性などについて概説する.

2. 電力系統セキュリティの基本概念

2 1 電力系統におけるセキュリティとは?

電力系統のセキュリティは，たとえ系統内に事故など

に起因する擾乱が発生したとしても，事故の波及による

大規模停電を引き起こすことなく安定に電力供給を継続

できることを表わす概念である.電力系統での 1 次的事

故の発生を完全に回避することは不可能なことである.

しかし，この l 次的事故を引き金として事故がつぎつぎ

と拡大波及し，もともと健全であった部分までも故障さ

せる，いわゆる事故波及は，系統構成や系統運用状態の

L 、かんにきわめて大きく関係しているから，適切な対策

を講じることでその発生を十分に制御することが可能で

ある.
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セキュリティを系統運用面から確保する対策は，変化

する系統状態に応じてオンラインでセキュリティを監視

するとともに，必要に応じて運用状態を適切に制御する

ことであり，設備の最大限有効活用と運用コストの低減

をもはかったより信頼性の高い系統運用を可能とする.

この運用段階での制御がセキュリティ制御である.

2.2 セキコリティ監視制御の基本的芳え方

運用面からセキュリティを維持する基本的考え方は，

1967年に Dy Liacco により体系的に提案された[IJ.

この考え方は，基本的には，電力系統の状態を常時的確

に把握し(セキュリティ監視)，問題があればその状態に

最も適合した制御を実施して(セキュリティ制御)，セキ

ュリティを高度に維持しようというものである.

電力系統の運用状態は，負荷の変化，発電所や送電線

の開閉列，事故の発生などに伴い時々刻々変化するが，

セキュリティ面からは，正常状態，調整可能正常状態，

警戒状態，調整可能緊急状態，調整不可能緊急状態およ

び復旧状態に分類できる.図 1 はこれらの状態聞の遷移

を表わしており，実線の矢印は負荷変化や事故などによ

る状態の遷移を，点線は各状態で、のセキュリティを維持

するための制御を示している.なお，各状態は次のよう

に定義されている [2].

(1) 正常状態一一レベル

停電はなく，想定される事故の中には事故波及の原

因となるものもない.特別な制御は不要である.

(2) 調整可能正常状態一一レベル 2

停電はない.いくつかの事故発生に対しては事故波

及を引き起こすが，そのいずれも事故後の適切な制御

動作により停電を起こさずに回避できる.この状態で

は，事故前に特別な制御を必要としないが，この状態

がなお不満であれば， レベル 1 へ移行させるための制

御(予防制御)が必要である.

(3) 警戒状態一一レベル 3

停電はない.いくつかの事故発生に対しては事故波

及を引き起こし，しかも事故後にいずれかの負荷を停
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図 1 セキュリティレベルと制御

のための制御(緊急制御)が必要である.

(5) 調整不可能緊急状態一一レベル 5 : 

停電はないが，事故発生によりすでに事故

波及の原因を生じている.しかもこれらの原

因はいずれかの負荷を停電させない限り解消

できないので，直ちに適切な負荷の遮断を必

要とする(緊急制御).

(6) 復旧状態一一レベル 6 : 

停電が発生している.そのため，停電を速

やかに解消するような制御が必要である(復

旧制御).

2.3 セキュリティ監視制御の位置づけ

電力系統の運用は現状においてもかなり自動

化が進んでいるが，各電力会社とも，さらに高

度な系統運用総合自動化システムを実現するた

電させなければこの原因を解消できない.そのためこ め多くの開発努力を払ってきている.図 2 は近未来の系

の状態では，レベル 1 または 2 に状態を移行させる制 統運用総合自動化システムの制御機能ブロック図を，中

御(予防制御)が必要となる. 核をなす中央給電指令所について例示したものであり，

(4) 調整可能緊急状態一一レベル 4 東北電力紛において現在開発が推進されているシステム

停電はないが，事故発生によりすでtこ事故波及の原 例である[3J. 同図の，状態変化監視，信頼度監視，信頼

因を生じている.しかしこれらの原因は，適当な制御 度制御の機能ブロックがセキュリティ監視制御機能に相

により停電を起こさずに解消できるので，ただちにそ 当しており，システム高度化の中核機能となっている.

「間一一 AGC五五一一一一1

図 2 系統運用総合自動化システムの例
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系統運用総合自動化の最終目標は計算機を中核とする

完全自動化である.セキュリティ監視制御機能も同様で

あり，これに向けて次の 4 つの段階を踏んで最も合理的

な自動化へと進んで・いる.

(1) 自動化レベル 1 (系統監視い生情報が加工されずに

表示され，運転員がそれを見て判断する段階

(2) 自動化レベル 2 (系統状態評価い計算機により入力

情報が運転員の判断・意思決定に便利なように加工処

理・表示され，運転員はこれを見て，必要な対策を検

討する段階

(の 自動化レベル 3 (対策表示) :計算機が入力情報にも

とづいて系統の状態を評価し，必要に応じてとるべき

対策を立案して，ガイドラインとして表示する段階.

運転員はこれをもとに対策を実施に移す.

(4) 自動化レベル 4 (自動制御い計算機により完全自動

1flIJ御が行なわれる段階.この段階でも，運転員の適応

性・創造性に依存する部分が残るものの，それはごく

限られた範囲にとどまる.

現状の自動化レベノレは，系統運用に関する多くの機能

に対して， レベル 3 あるいはレベル 4 にある.しかし，

セキュリティ監視制御機能について見れば，その多くは

実現レベルが低く，機能強化が強く求められている.

3. 総合セキュリティ監視制御 CI SM 

AC) システム

3.1 セキュリティ監視制御の一般的流れ

セキュリティ監視制御は，一般に以下のような流れに

沿ってなされるものと考えられる.

ステップI( セキュリティ監視):リアルタイムの系統の観

測量を用いて，現在の系統運用状態に事故波及を引き

起こす原因が生じているか否かを同定する.もしすで

に緊急状態にあるならばステップ 4 に，緊急状態には

ないが停電があればステップ引こ，またそれ以外なら

ばステップ 2 に進む.

ステップ2( セキュリティ評価):あらかじめ設定された一

連の想定事故に対して，その事故が発生したとき系統

が緊急状態に陥る危険性はなし、かどうかを評価する.

ステップ3(予防制御):もし系統が不安全(緊急状態を引

き起こす想定事故が少なくとも 1 つある)であるなら

ば，系統をできる限り安全な状態に移行させるために

取られるべき予防制御方策を決定する.

ステップ4(緊急制御):系統を事故波及を引き起こす原因

のない状態にするための適切な制御を実行する.

524 (12) 

電力系統

予
防
制
御

緊
急
制
御

'
ド
ι

ヌ

ミ
」
け
ソ

ベ
故
す
事
成

析
定
作

-
解
想
の

「
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

事
故
発
生

祝
一
監
←
イ
能
-

ン
テ
機
一

イ
リ
御
一

ラ
ユ
剣
←

ン
キ
急
一

オ
セ
緊
一l

L
 

l
t
i
t
i
l
-
-
i

」

イ
能
一

ン
テ
機
一

イ
リ
御
一

ラ
ユ
制
←

ン
キ
防


オ
セ
予
-1

1
」

図 3 総合セキュリティ監視制御システム

ステップ 5 (復旧制御い停電負荷を順次復旧する.

3.2 ISMAC システムの基本機成

図 3 は，オンライン運用で・の実現をめざして筆者らが

想定し研究開発を進めている総合セキュリティ監視制御

(Integrated Security Monitoring And Control, 

略称 ISMAC) システムの構成である [4J.

本システムは，基本的には次の 3 つの機能から構成さ

れており，前述のステップラ(復旧制御)の部分を除く

各ステップをカパーするシステムとなっている.

(1) オンラインデータ収集機能[5J

(2) オンラインセキュリティ予防制御機能[6Jー[8J

(3) オンラインセキュリティ監視・緊急制御機能[9J

(1)の機能は，現在の電力系統の状態(機器や送電線な

どの開閉列状態，電圧や潮流の分布状態)を常時，正確

に把握し，その最新情報を次の予防および緊急制御機能

に対し基礎データとして提供するものである.この機能

においては状態推定技法が中心的な役割を担うが，数分

~数時間先の負荷の推定・予測も重要である.

(2)の機能は，予想されるすべての事故ケースについて

事故後の系統状態を解析する(想定事故解析) [IOJ と同

時に，それらの事故ができるだけ他へ波及しないように

あらかじめ事故前の状態を安全側へ移行させておこうと

するものである.この予防御j御方策は，たとえば20-30

分ごとに立案・実施される.もちろん，この予防制御を

実施したとしても事故波及を抑えきれないような想定事

故も存在し得るから，これらを想定苛酷事故としてリス
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トアップ(想定事故選択)するとともに， (3)の機能の一

部として対策を別途考える必要がある.

(ゅの機能は， リストアップされた想定苛酷事故に対し

オンラインでその影響を監視することと，事故波及を速

やかにくい止めるために事故発生後にとるべき緊急制御

方策をあらかじめ立案・リストしておくことである.実

際に当該事故の発生が検知されたときには， リストされ

ていた緊急制御がただちに実施されることになる.緊急

制御立案の対象となる過酷事故の数とその苛酷さの度合

いは， (2)の予防制御の実施の結果ある程度抑制されてい

るから，より頻繁(たとえば 1-5 分ごと)にきめ細か

く立案しておくことが可能になると考えられる.

3.3 予防・緊急制御方策立案問題の構造と解法

2.2で述べた状態レベルで表現すれば，予防制御，緊急

制御はともに，現在の状態レベルを他の状態レベルへ移

行させる制御機能である.したがって，制御の目標レべ

んを規定する条件を制約条件として問題を構成し，現運

用状態を初期状態としてこの問題を解けば，必要な制御

方策が立案できる.たとえば，目標レベルがレベル 1 の

場合は，現在の運用制約のみならず，すべての想定事故

後の運用制約も満足される必要があるから，多くの制約

条件により定まる比較的狭い実行可能領域をもっ問題を

扱うことになる.また緊急制御の場合は，事故後の状態

における運用制約の逸脱が解消されていればよく，特定

の想定事故に対する制約条件のみを考慮すればよい.

一般的には設定した問題に複数の実行可能解が存在し

得るから，実行可能解の中でより望ましい解を見いだす

ことが必要となる.したがって，各々の制御目的に適合

させて適当な目的関数を定義し，これを上記の制約の下

で最小(もしくは最大)とするような制御方策を求める

必要がある.

結局，予防制御および緊急制御方策の立案問題は次の

ような制約付き非線形最適化問題として定式化される.

Minimize (or Maximize) f (空)

subject to g (空)= 0 and 主(笠)註 II

ここで 1士は制御変数ベクトルであり，発電機電圧の

大きさ，スラックを除く発電機の有効電力出力，変圧器

の変圧比，移相器の移相角，調相設備の無効電力などが

含まれる.また緊急制御の場合には，制御の最終手段と

して負荷遮断(一部負荷の強制停電)をも考慮される.

目的関数fには，予防制御方策立案問題では事故発生

前の系統状態における発電機燃料費の総和が，また緊急、

制御方策立案問題は全体としての制御努力(制御量，制

1993 年 10 月号

御に要する時間など)がとられ，その最小化をはかるの

が一般的である.等号制j約は，電力の需給パランスを規

定する制約で，すべての負荷に必要な電力が供給されて

L 、ることを保証する.不等号制約は，事故波及要因に関

連する監視対象変数(被制御変数)と制御変数の上下限制

約を表わしている.制御変数は一般に，逸脱を許さない

厳しい制約として取り扱われる.被制御変数には，負荷

母線の電圧の大きさ，発電機の無効電力出力，送電線の

有効・無効電力潮流が含まれ，過渡安定性，動態安定性

および電圧安定性などの動的要因を含める場合もある.

予防制御では，事故発生前の系統状態に対する制約は

もとより，すべての想定事故に対しても，事故発生後の

系統状態に対して制約が課せられることとなる.しかし

緊急制御では，当該事故発生後の系統状態についてのみ

制約を考えればよい.また予防制御においては，すべての

事故に対してセキュリティが確保できるとは限らなし、か

ら，多少の制約逸脱をも許容した解を求め得るように，

不等号制約を緩い制約条件として取り扱う必要がある.

この制約付最適化問題は種々の数理計画手法を応用し

て解くことが可能であるが，電力系統固有の特徴や制御

の性質などを考慮して，効率的かつ高速な演算が求めら

れる.また近年，エキスパートシステムなどのAI 応用

により，この問題を解こうとする研究開発も見られる.

紙面の都合上，ここではその詳細は省略するので，参考

文献[2J ， [6J一[9J ， [12Jなどを参照されたい.

4. おわりに

これまで，電力系統のセキュリティ監視制御システム

の構築に関連する基礎事項について概説してきた.最後

にセキュリティ監視制御のための意思決定支援システム

の今後の可能性に言及し，おわりにかえたい.

セキュリティ監視制御をも含め，これまでの電力系統

運用の自動化は，階層構造をもった集中処理方式により

進められてきた.しかし，近年の EWS (Engineering 

Work Station) の進歩は，電力系統運用自動化に対し

て自律分散並列処理方式という新しい可能性をもたらし

ている日 1]. セキュリティ監視制御は，取り扱うべきデ

ータ量，および計算量が大きいことと，きわめて高速な

処理が必要であることとの相反する要求から，これまで

自動化が遅れ，機能強化が緊急課題の l つとなっている

が，新しい分散並列処理制御と L 、う枠組みの中でこれを

解決できる可能性が高い.特に，想定される多くの事故

に伴う電力系統への静的および動的影響を，同時に，き
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わめて高速(リアルタイムあるいは超リアルタイム)に

評価することができるようになれば，より安全でより経

済的な系統運用戦略を，きめ細かに立案できることとな

り，強力な意思決定支援システムを構築できることとな

る.もちろんそのために解決すべき課題も多いが，今後

の技術進展を期待したい.
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